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11．．膵膵臓臓移移植植実実施施施施設設のの認認定定基基準準（（新新規規））  
膵臓移植の実施に当たっては以下の条件を満たす施設で行われるべきである。 
 
(1) 移植医師団 
① 移植チームに腎臓移植の経験がある外科医（泌尿器科医を含む、以下同じ）が参加してい

ること。 
② 移植チームに膵臓の手術あるいは膵臓移植に十分な経験がある外科医が参加していること。 
③ 移植チームに免疫抑制療法の経験がある医師が参加していること。 

 
(2) その他の医師団 
施設内に日本糖尿病学会の専門医および日本腎臓学会の専門医が常勤し＊、移植医師団および 

関連診療科医師との連携体制が確保されていること。 
 
 ＊常勤の専門医が不在の場合は、当該学会に所属する医師が常勤しており、近隣施設に密に連

携をとれる専門医がいること。ただし連携のとれる専門医の所属診療科の長が発行する協力

確認書の提出（付録 4―③）を必要とする。 
 
(3) マニュアルの整備 
膵臓移植のマニュアル、手術前後の看護マニュアルが明文化していること。（付録 4―② 26） 
 
(4) インフォームド・コンセント 
インフォームド・コンセントの手順と書式が完備していること。（付録 4―② 24） 
 
(5) 設備と援助体制 
① 集中治療体制が完備していること。 
② 緊急透析が実施可能であること。 
③ 緊急心臓カテーテル検査が実施可能であること。 
④ 拒絶反応の組織診断に対応できること。 
⑤ 免疫抑制薬の血中モニターを含めた検査が迅速にできること。 
⑥ 細菌培養検査室が常時機能していること。 
⑦ サイトメガロウィルス検査に対応できること。 

 
(6) 医療倫理に関する評価機関の設置 
膵臓移植の実施については施設内の常設される倫理委員会等の委員会により、施設として承認さ

れることが必要である。 
 
(7) 膵臓移植実施症例の報告 
実施を承認された症例の、手術前・手術・手術後の診療内容を検討し、膵臓移植中央調整委員会

に書面で報告すること。 
 
 
22．．施施設設認認定定ののたためめのの関関係係書書類類  
膵臓移植実施施設認定を希望する施設は、施設認定のための基準に従い、自己申告書（付録 4―①）

に、膵臓移植準備状況報告書（付録 4―②）を添付して申請が必要となる。 
 
 

（移植関係学会合同委員会 膵臓移植特別委員会：1998 年 4 月 20 日） 
（移植関係学会合同委員会 膵臓移植中央調整委員会：2017 年 3 月 10 日改定） 
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33．．膵膵臓臓移移植植実実施施施施設設のの更更新新基基準準  
膵臓移植実施施設の更新に当たっては以下の条件を満たす施設で行われるべきである。 
 
(1) 移植医師団 
① 移植チームに日本移植学会の移植認定医が参加していること。 
② 移植チームに当該実施認定施設における腎臓移植の経験（直近の 5 年間で 1 例以上の手術

経験）がある外科医（泌尿器科医を含む、以下同じ）がいること。（術者、助手の別を問わ

ない） 
③ 移植チームに当該実施認定施設における膵臓移植の経験 （直近の 5 年間で 1 例以上の手術

経験）がある外科医がいること（術者、助手の別を問わない）* 
④ 移植チームに脳死または心停止ドナーからの腹部臓器摘出手術の経験**がある外科医がい

ること 
 
(2) その他の医師団 
施設内に日本麻酔科学会の専門医、日本糖尿病学会の専門医、日本腎臓学会の専門医が各 1 名

以上常勤していること*** 
 
(3) 膵臓移植レシピエント登録 
移植希望施設としてレシピエントの新規登録が 5 年間で 3 名以上あること* 
 
(4) 実務者委員会出席 
施設の膵臓移植実務者委員が日本膵・膵島移植学会膵臓移植実務者委員会に 3 回連続欠席して

いないこと 
 

* （1）の③、および（3）についてはいずれかが満たされればよい．その場合でも、それぞれ

について「他施設症例も含めた膵臓移植の経験」、および「1 名以上ある」と言い換えた基

準は満たすこと 
** 術者、助手の別を問わない、他施設症例の経験でも良い、経験期間は限定しない．腹部臓

器とは肝臓、膵臓、小腸、腎臓を指す 
*** 常勤の専門医が不在の場合は、当該学会に所属する医師が常勤しており、近隣施設に密に

連携をとれる専門医がいること．ただし連携のとれる専門医の所属診療科の長が発行する

協力確認書（付録 4―③）の提出を必要とする 
 
 更新は 5 年毎に実施される 
 本基準は中央調整委員会において適宜改変されるものとする 
 本基準を厳密に満たさない場合で、更新を希望する場合には、更新希望理由書（基準を満

たさない場合）（付録 4―⑥）に記入の上、申請する 
  
  
44．．施施設設更更新新ののたためめのの関関係係書書類類  
膵臓移植実施施設認定の更新を希望する施設は、施設更新のための基準に従い、膵臓移植実施認

定施設更新申請書（付録 4―④）に、膵臓移植準備状況報告書（付録 4―⑤）を添付して申請が

必要となる。 
 
 

（移植関係学会合同委員会 膵臓移植中央調整委員会：2022 年 3 月更新基準改定） 
（移植関係学会合同委員会 膵臓移植中央調整委員会：2022 年 10 月申請書改定） 

文責：伊藤 壽記、後藤 満一 
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